
第７類 財務 第２章 予算・会計 

○中讃広域行政事務組合補助金等交付規則 

 

                      制  定 平成21年 ４月10日 規則第 ４号 

 

 

第１条 中讃広域行政事務組合の補助金等の交付に関する事務の処理については、法令その

他に定めがあるもののほか、丸亀市補助金等交付規則（平成 17 年丸亀市規則第 44 号）の

相当規定を準用する。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


